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第１章　調査概要

１－１　調査の背景と目的

　東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」と記す）は、地形の急峻さ、森林伐採によ

る表土の流出と土壌劣化、雨期の激しい降雨による土壌浸食や土砂崩れ、また大陸性石灰岩を

基岩とするアルカリ性土壌が主たる土壌のため、農業生産力の低い自然環境条件をもっている。

また、インドネシア支配から独立への動乱のなかで、一時期農民が農地を離れるといった社会

環境条件、独立に伴う行政の規模の縮小による人材の不足などの人的環境条件があり、これらが

相まって農業の発展を阻んでいる。現行農業も資源・技術・人材の不足から十分に発達してい

るとはいえない。主産物であるコーヒーですら採集に近いのが現状である。また、道路等のイ

ンフラの不足や市場システムの欠如から流通面での問題も抱えている。

　2002 年に行われた「農林水産業開発計画調査」の最終報告書でも上記の件は指摘されている

が、東ティモール開発パートナー会合において、我が国は、対処方針として主産業である農業及

び農村開発に対する支援をあげており、アグリビジネスの促進は、産業育成による経済成長と農

民の貧困削減の両観点から重要であると認識されている。また、東ティモール政府の農産物市

場評価調査に係る要請書アドバンスによると、（1）国内販売及び海外への輸出の可能性につい

ての需要調査、（2）商品化の可能性のある商品作物について、生産・加工技術の導入、政府によ

る普及サービスの強化、起業家育成などをコンポーネントとしたパイロットプロジェクトの実

施、（3）アグリビジネスにかかわる東ティモール政府職員の能力強化が要望されている。

　本調査においては、東ティモール農業・農村開発分野における情報収集と分析、調査団が作

成したアグリビジネス事業案の可能性を検討することを目的としている。

　調査にあたっては、既に多くのドナーが東ティモール農業・農村開発セクターに対する援助

を行っていることから、主要各ドナーの動向を把握したうえで、事業の重複を避け、連携協調

の可能性を検討し、より効果的、効率的な協力体制を構築することをめざす。

１－２　調査期間及び日程

　2005 年６月 21 日～７月８日（飯田団員は６月 25 日まで）。

　行程については付属資料「１．調査行程表」を参照。

１－３　団員構成

担当分野

協力企画

アグリビジネス

担当

氏　名

飯田　鉄二

永田　洋子

所　属

独立行政法人 国際協力機構 アジア第一部 東南アジア

第一チーム

独立行政法人 国際協力機構 アジア第一部 東南アジア

第一チーム

１－４　訪問機関、面談者一覧

　付属資料「２．面談者リスト」を参照。
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第２章　東ティモールにおけるアグリビジネスの現状

２－１　背　景

　東ティモールでは国民の大半がその生計を大きく農業に頼っており、農村経済が支配的であ

る。人口の４分の３、約63万人が農村部に居住している。特に山間地が多く、浸食の激しいや

せた土地であり、雨期と乾期の雨量の変化も激しく、農業が国家の最重要セクターでありなが

ら、農産品の生産性の高い土地ではない。

　農業と畜産は、石油以外の国民総生産（GDP）のわずか４分の１を占めるのみである。その大

半は穀物生産が占めており、自給用食糧としてトウモロコシ、キャッサバ、コメ、サツマイモな

どが生産されている。一方、商品作物としてはコーヒーが大きな位置を占める。農村部では

80％の人口が農業に生計を依存しており、この状況は、東ティモールの人々にとって将来にお

いても変わりなく、農業が雇用や収入の大きな源であるだろう。

　約90％の農民が家畜を保有しており、多くはニワトリとブタである。牛と水牛の頭数は約

25万頭である。しかし、10 戸に１戸のみが牛や水牛を保有しているに過ぎない。農業生産に

占める家畜セクターの割合は約５％である。しかし、農村部の家計にとって、家畜は土地以外

でもてる最も重要な資産という意味がある。

　農村部は都市部に比べて実質的に貧困である。27万人の農村部居住者（農村人口の44％）は

貧困ライン以下の生計を営んでいる。農村部では１家族が1.2haの土地を保有しており、１人当

たりにするとわずか 0.4ha である。土地保有は広く行き渡っており、わずか６％が土地なし層

である。しかし、土地所有は複雑な地代制度の下、不公平に行われており、公的な土地所有権の

承認はまだ調整過程にある。

２－２　農林水産分野投入計画（MAFF SIP）におけるアグリビジネスの位置づけ

　2002年５月、東ティモール政府は独立と同時に国家開発計画を発表し、同計画を具現化する

ために、農業・畜産をはじめとした13分野にわたる分野別の中期計画にあたるSector Investment

Program（SIP）を 2004 年８月に発表した。農林水産省（Ministry of Agriculture, Forestry and

Fisheries：MAFF） SIP は13プログラムから成り、「農工業促進プログラム」１ のなかでアグリビ

ジネスを促進していくことを位置づけている。　

　この政策と戦略枠組みのなかで、MAFF は政策方針を次のように設定した。

・高地や乾燥地での農業生産性を向上すること。高地農業・乾燥地農業への投資は、少量作物

の生産性を向上し、不作の年への備えなど全体的な食の安全保障に貢献する。農村部人口の

大半にとっての社会保障を意味するものである。

・MAFF の役割は、単に規制や情報を収集する機関といったものを超えるものであることが期

待されている。農民やNGO、アグリビジネスを含む非農業分野、地域や村落ベースのグルー

プなどへの基本的サービスを提供する機関としての機能を開発すべきであり、それに合わせ、

職員の能力を改善する必要がある。MAFFは農業分野の活動を、より円滑に行うような調整能

１．Promote Vigorous and Profitable Agricultural Industries Program in Agriculture and Livestock Sector
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力が必要とされており、NGOやドナーへの事業実施時の村落社会への協調などへのサポート

が期待されている。

・MAFF の役割として、国内外の市場を視野に入れた産業の振興のための促進役・規制役が求

められている。これは従来の生産志向ではなく、市場志向のサービスが求められているとい

える。そのためにもMAFF内の技術専門家の育成と情報システムの開発が重要である。現在は

コーヒーが最重要輸出品目であるが、将来的には他の品目も可能性がある。

・MAFF は、食糧増産・森林修復・水源保護・水産資源管理・生物多様性の保護などの分野にお

いて参加型開発や村落開発を採用し、地域社会との協力体制を進めている。

・MAFF は、政策や制度、規制、農業や畜産の枠組みなど、開発や改善を継続して行っている。

２－３　アグリビジネス行政の現状

２－３－１　行政機構

　東ティモール政府は、2005 年７月に分権化と国家開発計画達成に向けた効率化のための新内

閣を発表した。新しい体制では、５つの行政地区を管轄する国務長官が置かれているほか、国防

長官が大臣へ昇格されている。

　MAFF では 2005 年８月現在、政府の組織改編を受け、組織の再編と人員配置につき大臣が

中心となって取り組んでおり、2005 年度２の予算については、昨年度の 165 万ドルから 444 万

9,000 ドルに増えている。MAFF のパーマネントスタッフ 319 名（うち、本省 144 名、それ以外

は地方事務所勤務）だが、これには森林関係とか漁業関係の地域労働者、運転手、ガードマンも

含まれている。

　MAFF内にアグリビジネスの振興を目的として、アグリビジネス・ディビジョンという担当部

署が設置され、2005年度で４名の人員が認められた（MAFF内のアグリビジネス関連組織図は図

２－１のとおり）。

　MAFF以外の省庁とのアグリビジネスに関する主管は、MAFF が生産・加工・市場形成支援、

検疫制度を担い、開発省３は、国内外投資の振興・規制（国内・外国投資法）、組合の開発、中小

企業開発を担っている。

２．東ティモールの予算年度は、７月から始まり翌年６月までとなっている。

３．2005年８月の省庁再編のなか、開発環境省が開発省と環境省に分かれる結果となり、投資促進は開発省が担うことになってい

る。





－ 5－

せる。

　東ティモールにおいて、アグリビジネスはプライベートセクターで市場経済に任せるべきと

の意向がある。しかし、現在海外投資が行われているのはコーヒー、ココナッツ、キャンドル

ナッツなどであり、投資法整備前に行った投資にはこの適用は及ばない。ただし、投資法で便

益が得られると考える企業は、申請をすることによって適用を受けることはできる。また、現在

の外国投資法においての外国投資家の義務規定として、第７章第 22 条 Cにおいて「作業所の環

境保護、衛生、安全を守る規則、手順の実施」というのがあるが、廃棄物・廃液等についての規

制の義務規定がない。環境法との関連で明記しておくべきと思われる。特に大型の海外投資によ

る工場設置の際に環境に対する配慮は重要である。

〈植物検疫制度〉

　植物検疫法は、MAFFの管轄となり法整備はあるものの、設備の不備や職員能力の問題があ

り、実効性がないのが現状である。海外への輸出の場合、輸出先当該国での植物検疫法が適

用されるので、それに合わせた輸出基準をつくる必要がある。また、輸出先当該国で不適切な

規制等がある場合、修正を依願する必要もある。例えば、日本の植物検疫法では東ティモー

ルに関しての輸入規制として、果物及びコメの輸入はできない。基準がインドネシアと同等

になっていると考えられる。将来的に規制理由である害虫等の根絶に成功した場合、インド

ネシアと異なる対応を求める必要がある。

２－４　他ドナー、NGOのアグリビジネス実施状況

（1）世界銀行

　　世界銀行は、開発環境省と連携し、小規模企業育成支援を目的とした Business Development

Center（BDC）を全国に５つ設置している。また、世界銀行は農業復旧プロジェクトフェーズ

２（Agricultural Rehabilitation Project：ARP Ⅱ） のなかで農業省産業作物局内にアグリビジネ

ス・ユニットを2004年12月に結成した。農村生産者機構（Rural Producer Organizations：RPO）

や農業サービスセンター（Agriculture Service Centers：ASCs）を支援することを目的としてい

る。

（2）USAID

　　USAID は、東ティモール政府と連携する形を取らず、独自に産業開発を実施している。

Catholic Relief Services、ハワイ大学、ハワイにある民間会社 Oils of Aloha などと共同研究を

実施する計画があり、アグリビジネスにおける民間セクター改革（Bolstering Agriculture and

Sustainable Agribusiness/Private Sector Reform：BASAR）によりアグリビジネスを促進しよう

という動きがある。2005 年７月以降に実施予定の BASAR では、年間 800t のキャンドルナッ

ツオイル工場をバウカウに建設する計画も含まれている。

（3）GTZ

　　GTZはバウカウでキャンドルナッツ・プロジェクトを行い、インドネシアに輸出している。

また、ビケケではエキストラバージンココナッツオイル・プロジェクトを行っており、オース
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トラリアのダーウィンに輸出している。GTZ は MAFF と緊密にコンタクトを取りながらプロ

ジェクトを行っているということであるが、GTZ の行ったこのココナッツオイル・プロジェ

クトで、ビケケにある ASC のココナッツ集荷が滞り、休眠状態にあることが分かった。各ド

ナーや NGO の情報がMAFF に集約していれば、調整できていた可能性がある。

　　日本のNGOの現地での活動については、付属資料「５．NGO活動一覧表」を参照。PWJや

PARC などの NGO は、マーケットのことも考慮したうえで、コーヒー生産者の収入向上プロ

ジェクトを行っている。両者ともフェアトレードで流通面を確保しているので持続性がある。

他のNGOのなかには流通・販売のことを考えていないため、持続性が問題となっているもの

もある。

　　パイロットプロジェクトを導入する際、農民グループや加工グループの形成や運営が問題

となる。既に農民グループの形成に成功したNGOに委託することで、プロジェクト実施を容

易にすることができると考えられる。また、OISCAのように農業技術移転を行っているNGO

と協力を行えば、卒業生のなかから農民グループのキーパーソンとなるような人材を確保す

ることが可能と思われる。

　　プロジェクト実施時は、NGO に対して短期専門家などでプロジェクトの実効性を高めるこ

とができる。パイロットプロジェクト終了後、そのプロジェクトが地域に定着するためには

運営管理が重要である。MAFF の人材の限界があるなか、アフターケアのできるNGOとの協

力も重要だと思われる。
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第３章　開発調査「農村物市場評価調査」に係る要請内容の検討

３－１　他ドナーによる関連調査の現状

　既にUSAIDや他のドナー等がコーヒー、ココナッツ、キャンドルナッツ、バニラ、シイタケ

などの主要な換金作物の国内外の市場調査、及び主要穀類（コメ、トウモロコシ、キャッサバ）

の国内の市場調査を行っており、概括的な調査を行う必要性はないと思われる。また、USAIDが

2005年７月以降、包括的な農作物の市場調査を実施予定である。むしろ、それぞれの地域の特

産物を調査し、それらの国内流通や加工の可能性、また加工品の輸出の可能性を探ることが必要

と思われる。また、他のドナーとの重複を避けるために、事前にできるだけ、他ドナーの既に

行っている調査やプロジェクトの確認をする必要がある。

３－２　パイロットプロジェクト事業案及び候補地の分析

　現地調査を行った結果、農産物の味の点では日本の農産物とさほど変わらないか、作物に

よっては勝るものもあった（詳細は付属資料「６．農産物糖度比較表」参照）。しかし、外観

（形・大きさ）の点では大きく劣る。収量に関しては肥料無使用の状態であることと、農業技術

の低さやインプットに対するモチヴェーションの低さから著しく低いものと考えられる。商業化

するためにはこれらの問題を解決する必要がある。

　アグリビジネスとして商品化できる作物はそれぞれ地域によって異なる。むしろ地域ごとに特

産物となる作物を作っていくことで地域の活性化できる可能性がある。パイロットプロジェクト

を行うに際しては、目的を絞り（国内需要か輸出用か）、ニーズの大きな作物に特化する必要が

ある（詳細は巻頭地図、及び付属資料「７．プロジェクト事業案及び候補地の検討」参照）。

３－３　開発調査実施上の問題点と留意事項

　USAIDやGTZにより、既に国内外の市場調査が行われていることから、既に要請のあった開

発調査案件における JICA の協力については、政策提言の部分について規模を縮小したうえで、

2006年度要望調査案件として検討することが適当と考える。ただし、次のような留意点を含め

て検討したい。

（1）開発調査に先んじて個別専門家を派遣することが適当と考え、活動内容としては主に次の

内容などを含むことが想定される

1）　開発調査で行うべき調査内容の絞り込み

2）　アグリビジネスに係るセミナーを実施し、関係者のアグリビジネス戦略に対する理解の

促進

3）　適地適作の選定を含む、パイロットプロジェクトの立ち上げ支援

4）　適性作物と栽培方法の検討

5）　加工法の導入と商品デザイン

6）　パイロットプロジェクト推進のための農民グループ及びキーパーソンの発掘

（2） 開発調査は事業規模をかなり縮小した形（全体の事業規模が１億円以下程度）にする

（3） 開発調査による政策提言については、既存のデータ収集・分析を踏まえたガイドラインを

策定することを想定（ガイドラインの詳細については、図３－１を参照）する



－ 8－

　その他、組織面、職員能力などにおける問題点は下記のとおり。

〈組織面での問題点〉

　東ティモール政府は2005年７月１日より省庁再編に取り組んでおり、７月20日時点でまだ終

了していない。同年７月８日、農林水産省（MAFF）内にアグリビジネス・ユニットから昇格し

たアグリビジネス・ディビジョンが設立された。スタッフは４人であり、実質的にはアグリビジ

ネス・ユニットのメンバーが移行したに過ぎない。またMAFF全体での職員数が319名で、各県

に配置されている職員数は 10 名足らずである。地方でアグリビジネスを推進するためには、本

庁との連携が欠かせないが、明らかな人員不足のため対応できる可能性が低い。

〈職員能力の問題点〉

　アグリビジネス・ディビジョンのスタッフ自身もアグリビジネスに関する知識や経験を有する

ものがいない。知識習得のため、スタッフのなかの１名を2005年７月15日から１年間オースト

ラリアに留学させている。アグリビジネスを MAFF 先行で推進していくためには、まずこの

ディビジョンのキャパシティビルディングが必要である。MAFF には情報収集能力もなく、各

ドナーやNGOなどが行っている各種の市場調査結果も十分には収集されていないのが現状であ

る。現在EUのファンドで世界銀行がアグリビジネスアドバイザーをこのディビジョン内に派遣

する予定（2005 年２月より１年間の予定）であるが、資金援助が遅れており、リクルートはし

たものの着任していない。本来はこのアドバイザーの TOR として、職員のキャパシティビル

ディングも含まれていた。また、収集した資料の分析もこのアドバイザーの TOR である。現状

のままでは資料の収集も分析も行われない可能性がある。

〈資金面の問題点〉

　MAFF の予算割当ては国家予算の２％にとどまっており、実質４億円規模である。職員給与

などを除いた使用可能予算は約２分の１の２億円であり、単純計算すると各ディビジョン（全

ディビジョン数 20）の割り当ては年間 1,000 万円である。





－ 10 －

る On the Job Training（OJT）として開始するのが有効であると思われる。次のステップとして

必要と思われる分野での研修を国内に講師を招いて研修、あるいは国外で研修することが望ま

しい。スタッフ数が限られていることもあり、研修によって人員数が欠けることのほうがアグ

リビジネス推進の障害となると考えられる。アグリビジネスの情報の収集においても、JICA の

コンサルタント利用による市場調査・分析などによって対応できる可能性がある。また、専門家

の現地業務費による対応も考えられる。
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第４章　アグリビジネスアドバイザー専門家派遣の検討

　既述のとおり、東ティモール側の実施能力・経験の低さを補うため、アグリビジネスアドバイ

ザーを派遣し、要望調査内容の全体の協力計画・事業を取りまとめるとともに、農業省職員の能

力強化を図る必要がある。今後の協力を検討するにあたり、図４－１を作成した。また、個別専

門家要請内容を策定したが、主な内容は以下のとおり。

４－１　アグリビジネス将来計画に関する協力全体像

　東ティモールにおけるアグリビジネスについて、ガイドライン策定、輸出振興、国内市場活

性化を含めた全体像における、JICAの協力の役割を明確化することを目的とした協力全体像の

図は図４－１のとおり。ここでは、JICAは 1）サブセクター分析により適地適作の検討、2）パ

イロットプロジェクトの実施などを通じて、ガイドラインを２年間かけて実施することが表れ

ている。開発調査による全体ガイドライン策定の段階での評価をしっかりと行い、その次の段

階として輸出振興、及び国内市場活性化を実施していくうえでの協力内容を検討していくこと

とする。

４－２　個別専門家要請内容案について

　調査内容を踏まえた、個別専門家の目標、成果、主な活動内容などは以下のとおり。

〈目　標〉

　東ティモールのアグリビジネスに関し、適地適作の方策が決定し、パイロットプロジェクトを

通して国内及び国外輸出産品が選定される。

〈成　果〉

（1）適地適作の選定が行われる

（2）適性作物と栽培方法が決定される

（3）適性作物の加工法が定着し、商品デザインが数種類導入される

（4）パイロットプロジェクトを通して、農民グループの形成が促進される

〈活　動〉

（1）アグリビジネスの既存情報収集

（2）ポテンシャルのある作物と生産地に関するパイロットプロジェクトの準備を行う

（3）適性作物と栽培方法の検討

（4）加工法の導入と商品デザイン

（5）パイロットプロジェクト推進のための農民グループ及びキーパーソンの発掘

（6）開発調査の実施期間中は、個別専門家はパイロットプロジェクトに関連する情報をコン

サルタントに提供する（コンサルタントは本情報を利用しつつ成果品を作成する）

〈その他〉

　開発調査終了後は、そのフォローを個別専門家の TOR に含めて協力を行う。





付　属　資　料

１．調査行程表

２．面談者リスト

３．外国投資法（外資法）

４．国内投資法（内資法）

５．NGO活動一覧表

６．農産物糖度比較表

７．プロジェクト事業案及び候補地の検討
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